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Part １　
笠議員（元文科副大臣）との事前面談にて

　国会（衆議院決算委員会）で４月 24 日、東
京都や広島県らで今春実施が始まった「高校入
試内申書からの出欠日数削除」の全国実施に向
け、笠浩史議員（元文科副大臣／立憲）が永岡
桂子文科大臣と質疑を行いました。そして、永
岡文科大臣から「しっかり検討していく」との
答弁の言質を取りました。
　この課題は、多様な教育の環境整備の一環と
して、チア・にっぽんが、1年半ほど前から「超
党派多様な学びを創る議連」の国会議員らを中
心に、提案してきたものです。笠議員（同議連
幹事長代理）はこの提案を受け止め、委員会の
２週間前の面談時に、質疑で取り上げる可能性
があることを話してくださいました。
　法律や社会の制度、慣習を改善していく方法
はいくつかあります。ホームスクーリングや多
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様な教育社会を前進させていく時には、「教育
機会確保法」の制定が大きな効果をもたらしま
した。
　現在は、さらなる環境整備を目指し、法律の
文言の改正や施策の推進のために、超党派「多
様な学びを創る」議員連盟などの動きが大事に
なってきています。笠浩史元文科副大臣は、１
年半前のチア・にっぽんとのインタビューで、
さらに「大臣の言質」を取る方法を示してくだ
さっていました。
　「大臣」の発言は重く、たとえば国会質疑で
大臣が「検討します」と発言した場合は、各省
庁の官僚らは「検討」のための作業をしなけれ
ばならないからです。もし、大臣の発言後、実
際の検討作業をしていなければ、その大臣は、
国会でした約束について義務違反を行ったとい

うことになってしまいます。その方法を笠議員
は示してくれました。

チア・にっぽん別冊特集
2022/1/18 インタビュー

「対談　笠 浩史　元文科副大臣多様な教育 / ホー
ムスクーリングの法的環境整備を目指した５つ
の問題提起」（P4 より）

笠議員　議連（現在の「多様な学びを創る」超
党派議員連盟）での議論を重ね、国会での質疑
で取り上げることが良いと思います。そこで大
臣の言質を取る方法です。法律の趣旨について、
今一度、言質を取ります。
稲葉　素晴らしいですね。ぜひお願いします。
この法律「教育機会確保法」は、これまでの法
律に書き込まれていなかった今の時代のニー
ズ、新たな考え方を補足する大事な法律です。
「大臣の言質を取る」という方法があるのです
ね。
笠議員　そうです。大臣の答弁は、その後の施
策に大きな効力を持ちます。
稲葉　分かりました。ぜひ、よろしくお願いし
ます。

　その後、１年３カ月の時を経て、自由で多様
な教育をめぐり「大臣の言質を取る」、国会で
の質疑の作戦が、いよいよ始動することとなり
ました。

Part 1 「決算委員会事前インタビュー」と Part2「笠浩史議員と永岡文科大臣の質疑」の詳細記
事と、質疑の全文はチア・にっぽん HP へ。（www.cheajapan.com）

永岡桂子文科大臣 （衆院決算委員会にて）
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　衆議院決算委員会の当日、
永岡桂子文科大臣と笠浩史議
員と以下の質疑が交わされま
した。

笠議員　多様な教育を得るた
めに 1点、指摘をしたい。東
京都と広島県の教育委員会が、
今年度の調査書、いわゆる内
申書から、出席日数の記入欄
を削除されました。公立の高
等学校の選抜試験においてで
す。
　文科省の令和元年 10 月 25
日の「不登校生徒への支援の
在り方」の局長通知の中でも、
高校入試において、不登校生
徒で意欲や能力を有する生徒
について、「これを適切に評価
することが望まれる」として
おります。欠席日数が受験に
影響を及ぼすのではないかと
の保護者の声も伺っておりま
す。
　本人の学ぶ意欲や能力等が
最も大切な選抜のポイントで
す。受験生本人の実力評価を
する上で、欠席日数を表記す
ることが必要なのでしょうか。
私は、欠席日数が表記されて

いることを疑問に感じており
ます。その点の大臣の見解を
伺いたいと思います。
永岡文科大臣　高等学校の選
抜試験の形式、これは実施者
が決定すべきものですけれど、
真に必要な事項を記載するも
のになっているかについては、
やはり、定期的に見直しを行っ
ていただくべきものでありま
す。出欠の記録欄につきまし
ても、その趣旨、目的について、
各実施者において議論をいた
だきたいと考えております。
笠議員　多様な教育の場を推
進する立場の私たちから言う
と、「出欠欄」が負担をもたら
す人々がいる点を指摘させて
いただきます。もちろん、国
が一律に、こうしなさいとい
うことは言えません。けれど
も、やはり、こうした点につ
いて大臣なりがリーダーシッ
プを取り、多様な教育機会と
いうものを子どもたちが安
心して活用していける環境を
作っていくことが大事です。
またそれが、我々の役割だと
思います。
　一部の私立学校については、

中学校の欠席日数によって、
推薦枠などには出願できない
ケースもあると、私は伺って
います。もちろん私学ですか
ら、独自の建学の精神や伝統
があるのかもしれません。そ
れを国がこうしろ、ああしろ
とは言えないかもしれないけ
れども、やはり教育の多様性
というものが公立・私立を問
わず求められている中で、せ
めて推薦・一般の受験をする
門戸ぐらいは、私は開いてお
くべきではないか、その機会
は与えられるべきではないか
と、考えるわけですけれども
いかがでしょうか。
永岡大臣　実はですね、現在、
中央教育審議会の高等学校教
育の在り方ワーキンググルー
プにおきまして、高等学校に
おきましての不登校経験を有
する生徒の受け入れですとか、
学びの継続のための方策を論
点の一つとして議論を進めて
いるところでございます。そ
の論点を踏まえて、これがど
のような取り組みが必要なの
か、可能なのか、しっかりと
検討してまいります。

笠浩史議員と永岡文科大臣の質疑
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　自由で多様な教育の環境整
備を目指した「永岡大臣の言
質を取る」作戦が、現実に敢
行されました。
　「どのような取り組みが必要
なのか、可能なのか、しっか
りと検討してまいります」と
の永岡大臣の発言は、大きな
意味を持ちます。
　なぜなら、冒頭に記した通
り、「大臣」の発言は軽くなく、
今回の国会質疑で永岡大臣が
「しっかり検討します」と発言
したので、文科省の官僚らは
「検討」のための実際の作業を
しなければならないからです。
もし、永岡大臣の発言後、具
体的な検討作業をしていなけ
れば、永岡大臣は国会でした
約束について義務違反を行っ
たということになってしまい
ます。
　実際、笠議員は、今回の質
疑の別テーマにおいて過去の
大臣発言等を言質に、その後
の進展状況の遅延について「約
束違反」であることを論拠に、
厳しく追及する方法で課題の
前進・解決を迫っておられま
した。

　今回、質疑において「意欲・
能力による評価・高校入試」「欠
席日数表記の必要性への疑問」
「多様な教育の推進・環境整備」
に切り込み、永岡大臣から「選
抜試験の形式は実施者が決定
すべきものだが、定期的な見
直しが必要。出欠欄の趣旨・
目的において、実施者の議論
をいただきたい」との見解が
引き出されました。
　さらに、笠議員は、推薦・
一般受験の機会についても問
いただしました。私も笠議員
同様、国が、私立学校にむや
みに介入する扉を開くことに
は反対です。しかし、笠議員
が主張された通り、教育の多
様性が公私立を問わず、求め
られている新しい時代の中で、
私立学校も旧態依然とせずに
認識を改善し、門戸は開くべ
きと思い、今回、笠議員が問
いただしてくださったことを、
うれしく思いました。
　永岡大臣から「中教審の論
点を踏まえ、これがどのよう
な取り組みが必要なのか、可
能なのか、しっかりと検討し
てまいります」との答弁も引

き出されたことも大きな成果
と思いました。
　多様な教育の法的な環境整
備、教育の自由を築く歩みは、
簡単ではありません。しかし、
今回、「欠席事項の削除」とい
う切り口をテーマに、国会で
の大臣との質疑として正式に
議論が交わされ、そして永岡
大臣が「しっかり検討します」
と約束された意義は、「自由で
多様な教育社会」を前進させ
る、一つの大きなステップ、
窓口になるのではないかと思
います。
　私たちとしても、こうした
神さまの恵みと希望と励まし、
多くの皆さんの応援の中、引
き続き、ホームスクーリング
の推進とサポートへの一層の
努力を重ねつつ、法的側面の
環境整備に向けて努力を続け
ていければと感じました。

（チア・にっぽん代表　
稲葉　寛夫）

国会・決算委員会での
質疑を取材して
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